
取組状況（令和６年度） 取組状況（令和7年度）

（１）虐待防止対策委員会が機能を発揮するた
めには 、職員の通報や情報提供が重要となるこ
とから、職員に制度を周知し、浸透させるこ
と、通報や情報提供の手段を複数用意して利用
しやすくすること、ただ待つだけではなく積極
的に職員の意見を聴取することなどが必要とな
る。

○職員への通報制度の周知等については、4月の新任者研修で、所
長が新任者に対して通報義務・制度について講義（今年度から項
目を追加）を行うとともに、5月の「虐待防止・サービス向上マ
ニュアル研修」で通報制度について全職員に周知し、確認テスト
も実施し職員の理解度の把握にも努めています。
○職員からの虐待が疑われる事案や不適切な対応の情報収集につ
いては、「職員意見箱」をR５年8月に、また「職員相談室」を同
年10月に新設し、職員が匿名で意見を言いやすい環境を整え、投
函された内容等については、管理者で全ての内容を把握し適切に
対応しています。
○職員の利用者への対応状況等を把握するため、全職員にセルフ
チェックを定期的に実施しています。

〇4/2の新任者研修で虐待防止マネージャーより、通報義務・
制度について講義を行いました。
〇5/27～6/6の「虐待防止・サービス向上マニュアル研修」
で通報制度について全職員に周知し、確認テストにも通報に関
する問題を盛り込みました。
〇8/29の定期研修で長崎県権利擁護センターに講師を依頼
し、通報制度について映像で事例を見ながら、流れについて研
修を行いました。
〇「職員意見箱」へは8件の投書があり全て管理者で内容を把
握し、全職員に周知した方が良いと思われる内容はメールで周
知しました。「職員相談室」には6件の相談がありました。
〇上記2つについては、虐待案件の発見に結びつくものはあり
ませんでしたが、積極的に職員の意見を聴取する機会として活
用しております。
〇全職員に定期的にセルフチェックを実施し、不適切な対応や
虐待の可能性がある事案の抽出を行っています。今後も内容の
見直しを行いながら継続する予定です。

（２）虐待防止のみならず不適切な看護の防止
も委員会の役割とし、広く情報を集約するとと
もに、虐待ではないが不適切であると判断した
場合もしかるべき対応をする必要がある。

○昨年、虐待防止対策委員会対応規程を見直し、「虐待（疑いを
含む）行為」だけではなく、「不適切行為」も調査の対象として
います。
○カンファレンス（病棟、小児科、整形など）の実施にあたって
は、検討項目の中に、子どもの権利擁護や倫理的な視点を加えて
いきます。カンファレンスの様式を変更し、新たに「明らかに
なった倫理的問題」を検討記入する欄を設けました。
○「職員用意見箱」や「職員相談室」での相談、その他、セン
ター内の各種委員会の中で、虐待（疑い）事案や不適切行為が確
認された場合、直ちに虐待防止対策委員会へつないでいます。

〇職員から虐待ではないか問題提起される事案があり、6/17
と6/18に虐待防止マネージャーで調査を行い、臨時の虐待防
止委員会で報告しました。調査結果は職員間のコミュニケー
ション上の問題であり通報するような内容ではありませんでし
たが、対象の職員に対しては、病棟師長より、複数人数での対
応やストレス対処法等について、指導・対応しました。

（３）児童発達支援管理責任者は、児童福祉施
設等において利用者の支援や療育の中核的な役
割を担っていることから、虐待防止対策委員会
における虐待防止にかかる役割についても明確
化し、期待される役割を果たすとともに、虐待
防止体制の強化に寄与することが望まれる。

○虐待防止マネージャー（地域連携室長、児童発達支援管理責任
者、児童指導員で構成）を中心として、関係各委員会と協力しな
がら虐待防止対策委員会の活動に取り組んでいます。

〇児発管は虐待防止マネージャーとして、虐待疑い案件での調
査、外部委員の児童との面談の際の調整役等、明確に役割を
もって活動しています。

（４）虐待防止対策委員会対応規程について
は、今回の事案も踏まえて、法律の専門家にも
相談しながら抜本的に見直しを行うとともに、
随時、必要な改正をする必要がある。

○昨年、法律の専門家の意見を伺いながら規程を大幅に見直しま
した。
○毎年２月頃に根拠規定の確認を行い、必要であれば規程及び対
応マニュアルの見直しを行います。

（対応規程）
〇12月の県監査指導課による施設指導を受け、指摘があった
部分については年度末の見直しに合わせ、３月に改正を行いま
した。

こども医療福祉センター虐待防止対策検証委員会の提言に対する再発防止策の進捗状況　　
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取組状況（令和６年度） 取組状況（令和7年度）検証委員会からの提言

（５）センターで新たにサービス向上委員会を
設置しているが、この委員会においても虐待疑
い事案の情報が収集される可能性もあることか
ら、虐待防止対策委員会及び対応規程、サービ
ス向上委員会、意見箱、カンファレンス、各種
マニュアル等、虐待防止 に資する様々な会議体
や規程などを、有機的に連携させる必要があ
る。それぞれの目的や関係性を明確にするとと
もに、誰が、どのような責務や役割分担のもと
に動くのか明確な仕組みづくりが必要である。

○センターでは、「医療安全管理委員会」「院内感染防止対策委
員会」などの各種委員会を設置しているほか、医局会議、リハビ
リテーション科会議など、セクションごとに定例会議を実施して
おります。これらの各種委員会や会議が有機的に機能できるよう
に目的、関連性ごとに体系図を作成するとともに、委員会・会議
間の情報共有を図り、虐待疑い事案の把握に努めています。

〇外部委員より、個々のマニュアルや委員会組織などの整備は
進んだと評価を受けましたが、今後はこれらがどのように有機
的に機能していくか、PDCAサイクルの視点で取り組むよう助
言を受けました。今後、このような視点でセンター全体として
有機的に機能していけるよう取組んで参ります。

（１）虐待防止に直結するように、実際の看護
で気になった事案を取り上げる、職員から事案
やテーマを募る、職員で議論する方式とするな
ど、実効性のある研修となる工夫をする必要が
ある。

○昨年1月に全職員を対象に虐待防止研修を開催し、実際にあった
事案をモデル事例としたグループ討議を中心とした実践的な研修
を行い、虐待に対する理解を深めました。
○虐待防止の定期研修については年２回実施する予定です。今年
度は、７月に外部講師（県の担当課）を招いての専門研修（子ど
もの権利擁護）を行いました。残りの１回はグループワーク形式
での事例検討等を行う研修を１月に予定しています。
○多職種による、実例をモチーフにした事例検討を今後も継続す
る方針です。

（虐待防止対策研修会）
〇1/30に多職種による、実例をアレンジした事例検討を行い
ました。研修会を行う前に全職員にアンケート調査を行い、事
例の題材をピックアップしています。多職種で検討することで
違う視点を学べることから毎年職員に好評です。
〇今回は保護者の気になる言動についても取り上げ、養育支援
の視点からも虐待防止に取組みました。

（２）研修に際しては、通報の制度・義務につ
いて浸透させるため、虐待を含む不適切な対応
が発生した場合の対応手順等についても繰り返
し周知徹底をするのが有効と考えられる。

○新任職員研修での所長講話、対応マニュアル研修、虐待防止対
策研修会等で、不適切な事案が発生した場合の対応手順等につい
ても繰り返し周知を徹底しています。

〇不適切な事案が発生した場合の対応手順等については、新任
職員研修での担当者による講義、対応マニュアル研修での周
知、虐待防止対策研修等で周知を徹底しています。

（３）子ども・障害者の権利擁護自体につい
て、具体的事例を踏まえた研修も必要である。

○子どもの権利擁護や倫理について知り、こどもや障害者に接す
る際の基本的姿勢を学ぶため、7月に県の担当課を招いて、グルー
プワーク形式の研修会を実施しました。（再掲）
○子どもの権利擁護やトラウマインフォームドケアについて学び
を深めた職員も多く、意識改革につながったと思われます。今後
も具体的事例を踏まえた研修を行っていきます。

〇今年度は権利擁護についての研修は実施しませんでしたが、
外部委員と入院・入所児童との面談を2回実施し、その面談結
果を職員にフィードバックしているので、職員の権利擁護意識
の向上につながっていると思われます。
〇今後、具体的事例を踏まえたこどもの権利擁護に関する研修
も再度検討します。

（１）言葉による虐待についてや呼び捨ての禁
止、性的発言は厳禁であることなどの基本的な
ことを明記したマニュアルを整備し、職員に配
布し、研修を行うなどして周知する必要があ
る。

○5月に全職員を対象に、虐待の種別ごとに記載し、「心理的虐
待」の中の言葉による虐待の例として呼び捨てや性的発言も虐待
に当たることを盛り込んだマニュアルの周知研修（録画視聴も活
用）を実施しました。
○今後も年度初めにマニュアル周知研修の実施を継続していきま
す。
○職員の利用者への対応状況等を把握するため、全職員にセルフ
チェックを定期的に実施しています。（再掲）

（対応マニュアル）
〇マニュアルは毎年度末に見直しを行い改定しています。言葉
による虐待については特に重要な項目として詳細に記載してい
ます。
〇5月末に全職員を対象にマニュアル周知研修を実施しました
（マニュアルの読み込みと確認テスト）。
〇今後も年度初めにマニュアル周知研修の実施を継続していき
ます。
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取組状況（令和６年度） 取組状況（令和7年度）検証委員会からの提言

（２）マニュアルの作成にあたり他の施設のマ
ニュアル等を参考にするのは有効だが、単なる
模倣にとどまることがないようセンターで現に
問題となった事案を取り込むなどしてセンター
の現場に即した内容とするとともに、職員の意
見も聞きながら、適宜 改定していく必要があ
る。また、虐待（疑いを含む）、不適切行為を
発見した場合に職員がとるべき対応も具体的に
明記するべきである （センターの対応部署への
通報、長崎県等への通報など）。

○国が示している虐待防止に関するガイドライン等、既存の資料
を活用しつつ、センター内で実際にあった事例からモデル事例を
作成し、事例集としてマニュアルに盛り込みました。また、虐待
や不適切行為を発見した際の職員のとるべき行動も明記いたしま
した。
○今後も対応マニュアルについては外部委員の意見なども聞きな
がら適宜、修正や事例集の追加を行います。

（対応マニュアル）
〇実務で意見が寄せられた事案については毎年度、事例として
マニュアルに追加することから、理論編と切り離し別冊の事例
集として作成しました。
〇今後もマニュアルについては、センターで意見が寄せられた
ことを題材にし、職員の意見を反映させながら適宜、修正や追
加を行います。

（３）マニュアルに関しては、接遇(サービス)
向上に関するマニュアルなども整備し、虐待防
止にとどまらず、サービス向上を図ることも必
要である。

○昨年３月に「虐待防止編」と「サービス向上編」の二部構成と
した対応マニュアルを作成しました。
○マニュアルの「サービス向上編」については「虐待防止編」と
合わせて、随時見直しを図っていきます。

〇「サービス向上編」については、窓口での対応や、保護者へ
の理解と対応の項目に追加を行いました。
〇今年度は書類の様式、会計時の対応、外来予約時の対応に対
してご意見をいただき、事例集に追加いたしました。

（１）加害疑い職員だけでなく多くの職員の子
ども・障害者の権利擁護意識が低く、組織とし
て虐待対応が機能していなかった。長崎県内唯
一の機能や専門性を持つ施設として、「他に頼
るところがない」という利用者や保護者の想い
を真 摯に受け止め、対応する姿勢が必要であ
る。

○子ども等の権利擁護や倫理、虐待防止およびサービス向上に対
する研修等を行い、必要な知識の習得やスキルアップを図り、職
員の資質の向上を目指します。
○利用者からのご意見については、意見箱等を適切に運用し、利
用者が声を上げやすい環境の整備を進めています。
○不満や疑問があっても「他に頼るところがない」ため、言いた
いことを言えずにいる利用者や保護者がいるかもしれないという
ことを常に意識しながら、利用者が話しやすい環境づくりに努め
ていきます。

（職員の意識改革）
〇利用者の想いについては、職員の基本的な姿勢としてマニュ
アルにも明記していますが、職員研修など機会あるごとに保護
者の想いに寄り添うよう、繰り返し周知していきます。

（２）利用者等との関わりにおいて、親しみを
持つことと慣れあうことは異なり、節度を持っ
て対応するべきである。

○利用者に寄り添うことはもちろん、親しみと慣れ合いの違いを
意識しながら節度を持って対応していきます。
○特に呼称の問題については対応マニュアルに盛り込む等、ルー
ルを定めて取り組んでいきます。

（職員の意識改革）
〇慣れ合いから不適切な言葉かけにつながることもあるため、
節度をもって対応するよう機会ごとに周知しています。
〇特に呼称の問題については、中学生以上は「さん」付けで呼
ぶようにルール化し取組んでいます。

（３）障害の特性上、自分の意思を表すことが
難しい子どもへの支援を行う施設の職員とし
て、自らの言動が子どもの心身の発達に影響を
及ぼしかねないことを認識し、看護観（技術）
や虐待の知識以前に自分が言って（されて）ほ
しくないことは他者にも言わない（しない）な
ど、人として基本的なことを大事にする姿勢で
今後の支援にあたっていくべきである。

○今後も、虐待防止に関する知識やスキルを身に付けることはも
ちろんのこと、それ以前の人として接するときの基本的なことを
大事にする姿勢を忘れずに対応していきます。
○セルフチェックやサービス向上の研修等で、職員一人ひとりが
自身の普段の態度や姿勢を振り返る機会を継続的に持つようにし
ます。

（職員の意識改革）
〇マニュアルの冒頭に「職員の行動指針」として「自分の言動
は目の前のこどもを傷つけていないか」「保護者を不快にさせ
ていないか」等、人として基本的なことを大事にする姿勢を明
記しています。
〇年2回のセルフチェックにより、職員一人ひとりが自身の普
段の態度や姿勢を振り返る機会を持つように取組んでいます。
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取組状況（令和６年度） 取組状況（令和7年度）検証委員会からの提言

（４）これらのような意識を根付かせるため
に、倫理委員会の設置や臨床倫理関連の研修を
実施し倫理的感受性を醸成するとともに、子ど
も・障害者の権利擁護自体に関する研修を実施
し理解を深める必要がある。

○看護部担当職員を「倫理的問題への対処方法を学ぶ」に参加さ
せ、11月に職員への伝達講習会を実施しました。また、師長、副
師長会については、今年度導入したe-ラーニング研修の倫理関連
を受講する予定です。
○今後も臨床倫理関連の研修の受講や伝達研修を継続していきま
す。
〇「病院理念」や「こどもの患者さんの権利」を明文化したもの
を各部署ごとに掲示し、職員としての姿勢を常に意識するように
しました。また、名札の裏に簡略版を入れて、いつでも見られる
ようにしています。

〇10/31に倫理担当副師長による「みんなが笑顔になるため
に」と題した接遇面を中心とした研修を実施しました。集合研
修とビデオ視聴含め、看護師全員受講しました。 eラーニング
も継続して導入しており、いつでも関連研修を受講できる体制
を維持しています。
〇倫理的視点での研修については eラーニングの活用と、虐待
防止対策委員会の研修の中で倫理的感受性を醸成するととも
に、子ども・障害者の権利擁護自体に関する研修を実施管理者
も含め全職員が受講できる体制にしていきます。

（１）利用者の意見を施設の改善に繋げ、より
良いサービスに繋げるよう、管理者が把握でき
る仕組みの構築等に努める必要がある。

○利用者の意見箱を親子棟にR5年11月に１つ増設（全体で３個設
置）。また意見箱の上にQRコードを付け、スマートフォンからも
投稿できるようにしました。
○意見箱に投稿された内容は全て管理者会議で報告されるシステ
ムを構築しています。
○今後、状況を確認しながらさらに利用者が意見を上げやすい工
夫を考えていきます。

〇利用者の意見箱を外来、病棟、親子棟に一つずつ設置し、意
見箱の上にQRコードを付け、スマートフォンからも投稿でき
るようにしています。
〇意見箱に入れる用紙は、ご意見を貼りだしてよいか、匿名希
望か等、利用者の意向を聞くよう様式を変更いたしました。
〇意見箱に投稿された内容は全て管理者会議で報告し、対応を
検討しています。

（２）利用者の声に虐待（疑いを含む）や不適
切行為の情報が含まれることもあるので、虐待
通報の受付ルートを制限することなく、様々な
利用者の声や不適切言動等の情報を吸い上げる
ような仕組みとするべきである。

○意見箱のほかに、利用者から口頭で伝えられた意見や情報につ
いても、受けた職員が意見受理票に記載し、セクション長に報告
し、地域連携室を経由して管理職に報告するルートも新たに構築
しました
○意見受理票についてはR6年４月から実施しています。

〇意見箱のほかに、利用者から口頭で伝えられた意見や情報に
ついても吸い上げるよう、受けた職員が意見受理票に記載し、
管理職に報告する取り組みを継続しました。
〇今年度は6件の報告がありましたが、接遇に関するものが多
く、虐待防止委員会に報告する事案はありませんでした。
〇なお、この取組は3月から開始した患者サポートシステムに
統合し、週１回のカンファレンスで事案を報告し、対応を検討
しています。

（３）保護者アンケートによると、「日頃お世
話になっている」「他に選択肢がない」という
理由から、利用する上での困りごとや施設への
不満等を直接セン ターへ伝えにくいことがうか
がえることから、第三者苦情相談窓口について
利用者へ周知徹底する必要がある。

（第三者苦情相談窓口の周知）
○施設入所、ショートステイの契約時に、重要事項として苦情申
出窓口について説明しています。
○院内掲示場所：外来・病棟・親子棟にそれぞれ１箇所ずつ掲示
しました。

（第三者苦情相談窓口の周知）
〇施設入所、ショートステイの契約時に、重要事項として苦情
相談窓口について説明しています。
〇院内掲示場所：外来・病棟（2ヵ所）・親子棟にそれぞれ掲
示しました。
〇なお第三者委員には権利擁護活動の一貫として、今後、入
院・入所児童・保護者と直接面談してもらう予定です。

（４）意見箱の運用については、利用しやすい
よう置き場所の工夫や設置数の増等の検討を
し、意見への対応については統一した取扱いを
規定すべきである。

○利用者意見箱については親子棟に１箇所、職員用については2箇
所増設しました。
○意見については事務手順書により管理者会議で必ず確認し、回
答を掲示やメールで周知しています。

〇意見箱については、利用者用に3箇所（外来、病棟、親子
棟）、職員用に3箇所（職員通用口、職員用階段踊り場、給湯
室前）設置し、毎日中身を確認しています。
〇上記に寄せられた意見については、取扱規定に基づき、管理
者会議等で内容と対応を検討し、回答を掲示やメールで周知し
ています。

５．利用
者や保護
者の意見
等への対
応体制に
ついての
改善提言

５．利用
者や保護
者の意見
等への対
応体制に

の意識改
革のため
の改善提
言
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取組状況（令和６年度） 取組状況（令和7年度）検証委員会からの提言

（５）本件についての聴き取りに際し、利用者
から、意見を聞いてもらう機会の確保を望む声
があった。そこで、アドボカシー（擁護・代
弁）制度など、利用者の希望があった際に、時
間をかけて話を聞く仕組みや工夫の検討、子ど
も会活動の活性化のための支援等が望まれる。
さらに、直接処遇にあたる職員以外の第三者が
話を聴く機会を設ける等、利用者の意見を把握
し、適切に関係者へ繋ぐ仕組みが必要ではない
か。

○昨年度は11月と2月に、学習の場所や公衆電話の使い方などに
ついて子ども達による話し合う場としてこども会を開催しまし
た。
○今年度は、こども会活動を活性化するため、こども会実施要領
を作成し、6月から運用しています。
○各学期に１回ずつ開催することとし、7月に第１回、11月に第
２回を開催しました。
○第三者が話を聴く機会については、第１回虐待防止対策委員会
および第３回虐待防止対策委員会に合わせ、外部委員（医療、福
祉、教育）による利用者面談を実施いたしました。今後も年２回
の上記取組を継続します。

（アドボカシー（擁護・代弁））
〇権利擁護については、苦情相談窓口があることについて外来
に掲示しています。また、入所・短期入所の契約の際に重要事
項として説明しています。
（第三者が話を聴く機会）
〇令和6年度より虐待防止対策委員会に外部委員３名を委嘱
し、6/24、12/11の年2回、入院・入所児童との面談を実施
しました。
（子ども会活動）
〇各学期に１回ずつ開催し、今年度は6/25、10/29、2/25
に開催。権利擁護についての説明や、子どもたちからの要望等
について聴取しました。

６．カン
ファレン
スの充
実・改善

  カンファレンスは、フラットに議論を交わす
場である。疑問点・改善点を協議する中で、職
員個々のやり方やルールが横行す ることなく、
個別性と障害特性について共通理解を図るな
ど、介助の難しさも 踏まえてどう対応するかを
議論し、カンファレンスの結果表に反映させる
のが良い。
  カンファレンス記録に、子どもの権利擁護及
び倫理的な視点を加えると良い。

○病棟カンファレンスについては、病棟師長とは常に連携し、報
告と実践の確認を行っています。
○小児カンファは所長が参加、整形カンファは副看護部長が参加
することにより、管理的な視点の補完を行っています。
○カンファレンス（病棟、小児科、整形など）の実施にあたって
は、検討項目の中に、子どもの権利擁護や倫理的な視点を加えて
いきます。カンファレンスの様式を変更し、新たに「明らかに
なった倫理的問題」を検討記入する欄を設けました。（再掲）

（病棟カンファレンス）
〇管理職が参加しないカンファレンス（整形カンファレンス・
所属カンファレンス等）では、各師長と常に連携を維持し、報
告と実践の確認の継続を行っています。
〇カンファレンスには看護部長、副看護部長なども不定期で参
加し状況の確認を行っています。

７．第三
者評価等
の受審

  サービスの質の向上のためには、利用者をは
じめ外部の意見を踏まえて取り組むことが不可
欠である。そこで、第三者評価（医療機 関とし
ての評価、福祉施設としての評価の双方）を率
先して受審すべきと考える。

○第３者評価機関の受審については、８月に長崎市にある「福祉
総合評価機構」と委託契約を締結し、10月に管理者および職員の
自己評価と利用者アンケート、12月に訪問調査、２月下旬に評価
結果の報告を受けて、３月に公表というスケジュールで進んでお
ります。

（第三者評価）
〇令和6年度に受審した第三者評価では「不審者対策研修」の
徹底と「各種対応マニュアル」を整備するよう助言を受けまし
た。
〇これを受け、不審者対策研修を年３回（座学、外来での実地
演習、病棟での実地演習）実施。各種委員会のマニュアルの整
備、特に医療安全管理指針の整備を徹底して行い、携帯用の小
冊子も作成しいつでも確認できるようにしました。
〇3年ごとの受審を計画しており、次回は令和9年度の受審を
予定しています。

（１）人事交流等、組織上の課題の解決、風通
しの良い組織風土にしていくため、企業団病院
等との人事交流及び新規採用の実施を検討され
たい。

（人事交流）
○Ｒ６年10月からセンターの体制を強化するため次長（看護師）
を配置しました。また病院企業団との人事交流の拡大に向けて引
き続き協議を進めていくとともに、看護師の新規採用についても
人事部局と協議を進めていきます。

〇R７年度は新規採用者２名の配置がありました。
〇病院企業団が開催する中堅職員の研修へ看護師１名参加（２
名参加の予定だったが感染症の罹患により1名は不参加）し、
中堅職員としての役割を学ぶことができました。

応体制に
ついての
改善提言
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取組状況（令和６年度） 取組状況（令和7年度）検証委員会からの提言

（２）設備・人員配置等について保護者アン
ケート等から、職員間の連携の不十分さの指摘
がある。職員間の情報共有や業務効率化を促進
するため、電子カルテ導入等、ＩＴツールを積
極的に導入するべきではないか。力仕事を要す
る場面 で男性職員が重宝がられる傾向があった
とのことであり、介助時の職員の身体的負担を
軽減し、性別問わず対応できるよう介護ロボッ
ト等の導入について検討することが考えられ
る。センターの特徴として、子どもの下校後の
時間に業務が偏る傾向があるため、柔軟な職員
配置ができないか。 予算を伴う事項について
は、センターのみでは対応できないことなの
で、県全体で協力して検討していただきたい。

○今年度、床走行式リフト、機械浴一式を導入し、職員の負担軽
減を図ります。また、職員間の情報共有や業務効率化を促進する
ための電子カルテ等のＩＴツールの導入について検討を進めてい
きます。
○その他職員の負担軽減のために必要な設備について、今後も計
画的に導入について取り組んでいきます。
○入浴介助や食事介助の際の体制を強化するため、病棟看護師の
勤務体制の見直しについて検討を進めています。

（介護機器等の導入）
〇浴室に天井リフトを導入しました。今後も職員の軽減負担に
対応していきます。
（病棟看護部の職員体制）
〇令和７年６月から2交代制を導入しました。導入後の職員ア
ンケートでは夕方からの患者ケアの対応について肯定的な意見
が上昇し、余裕をもって対応できるようになったとのことでし
た。特に食事介助への丁寧な対応に繋がったとの回答が最も多
くありました。

９．長崎
県の関係
課につい
ての提言

　長崎県では、センター以外にも子どもに関わ
る施設を設置しており、長崎県が今回のような
情報を得た場合、子どもに対する虐待の疑いが
あるという認識を関係各課でも持つべきであ
る。
　今後、ハラスメント実態調査に限らず、あら
ゆる窓口や調査等において長崎県民に対する職
員の不適切言動を把握した場合、迅速に所管課
と共有し対応するよう、対応手順を定めるな
ど、庁内で周知徹底を図る必要がある。

○人事部局において適切に対応しています。 〇当該事案があった場合は速やかに施設を所管する部局主管課
及び担当課に情報を提供していきます。
〇人事部局に置いても適切に対応していきます。

８．セン
ターの人
事・組織
マネジメ
ントにつ
いての改
善提案
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